
 

 

 

 

 

 

 

第二次千代田町財政危機突破計画 

（平成２３年度～平成２７年度） 
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 国や地方自治体は厳しい財政状況の中、無駄をなくしスリム化を図

っています。 

税収をはじめとする自主財源の確保に苦慮している地方自治体に

とって、三位一体改革により地方交付税が減額されたことは財政運営

に大きな影響を及ぼしました。 

本町では、平成１６年 7月に「西邑楽三町法定合併協議会」を設置

し、三町合併の道を模索しましたが、三町それぞれの合併に対する意

識のズレを埋めることはできず休止を決定いたしました。 

このような状況から、当面の間「自主自立路線」を歩むこととなり

安定した財政運営が急務の課題となったことから、「千代田町財政危

機突破計画」（Ｈ１７～Ｈ２２※1）を策定し、数値目標を掲げ取り組ん

でまいりました。この計画に基づいた予算編成や予算の執行管理によ

り、当初の目標として設定した財源の確保は計画年度の途中ではござ

いますが達成することができる見通しとなっております。 

しかし、金融危機を契機とした世界的な景気後退により、日本の経

済は急激に悪化し、企業収益や雇用環境等において厳しい状況が続い

ております。また、尐子高齢化の急速な進行により財政支出における

社会保障費の増加など、地方自治体にとっても財政運営が一段と厳し

い状況となっており、引き続き経費の節減に努め、効率的・効果的な

財政運営をする必要があることから、今後も、改革の手を緩めること

なく、持続可能な財政基盤の構築に向けて、更なる取り組みを強力に

推進していく必要があります。 

 

※1当初計画は、平成 17年度～平成 21年度の 5年間でしたが、１年間延長し平成 22年度までの 6年間とし 

  て取り組みました。 

第二次千代田町財政危機突破計画の策定について 

１ 策定の趣旨 



 

(1) 財源確保対策                     （単位：円） 

取組項目 効果額 

都市計画税の導入 316,464,620 

国民健康保険税の改定 134,140,044 

水道料金の改定 71,245,238 

町税等の滞納金の徴収強化 △ 1,568,765 

保育園負担金・幼稚園使用料等の見直し 25,191,000 

公共施設使用料等の見直し 199,000 

介護保険料の改定 【3年ごとに見直し】 

遊休財産の貸付・売却 11,542,313 

ふるさと納税制度の創設 1,220,000 

町ホームページ及び広報ちよだへの有料広告掲載 190,000 

合      計 558,623,450 

 

(2)歳出改革の推進                                       （単位：円） 

取組項目 効果額 

町非常勤特別職報酬の削減 4,444,520 

正職員削減計画臨時・パート職員定員計画 140,529,000 

６級以上職員給与見直し・55 歳昇給停止の早期実施 -------- 

職員手当の見直し 6,695,532 

勧奨退職制度の見直し 5,182,087 

物件費の削減 153,561,000 

町有バスの廃止 13,232,950 

町長・議長黒塗り公用車廃止・公用車小型化・保有数

２割カット 

 

16,020,000 

補助金・補助事業の見直し 31,912,204 

ハード事業の大幅削減・特別会計への出資・繰出しの

縮小 

 

828,252,000 

役場機構の見直し ------- 

第３子以降出生祝金制度の廃止・出生祝い記念品の廃

止・敬老祝金の見直し 

 

24,325,148 

保育園・幼稚園民営化への検討 ------- 

その他経費削減のための検討 

（川せがき補助金の削減/中学生海外ホームスティ事業の廃止等） 

37,950,000 

合      計 1,262,104,441 

 

２ これまでの取り組み（平成 1７年度～平成２１年度） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

【歳入】 

 安定した財政運営の推進 

 

             町税等の滞納額の縮減  
 
             使用料等の受益者負担の適正化  
 
             未利用財産等の処分の推進 
 

             国・県その他特定財源の有効活用 
 
             新たな収入の確保 

【歳出】 

 効率的な財政運営の推進 

 

             事務事業の徹底した見直し 
 
             民間委託等の推進 
 
             他会計繰出金の縮減 
 
             投資的経費の選択と縮減 
 
             補助金の見直し 

 

 

 

※目標設定基準年度は基本的に平成 21 年度 

新たな計画の策定に当たっては、第一次計画を継承しつつ、これま

での目標への取組状況を検証しながら、新たな数値目標等を定め、持

続可能な財政構造の確立を図るため、歳入・歳出の両面から、これま

で以上に徹底した財政改革に取り組んでいきます。 

 

３ 第二次千代田町財政危機突破計画の考え方 

４ 計画の期間 

平成２３年度から平成２７年度の５年間とします。 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二次千代田町財政危機突破計画

【歳入】 （単位：円）

23 24 25 26 27

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

新規
❏納税者の利便性を図るため、公共施設においても納付ができ
るよう検討する。

新規
❏収入未済額の縮減のため、滞納する公金と税の徴収を一元
化し、効率的な徴収が行えるよう組織の検討を行う。
（町税等、住宅家賃、上下水道料金）

継続
❏管理職による滞納整理特別対策チームを編成し、班別徴収
作業を引き続き実施する。

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

総務課
建設水道課
教育委員会
経済課

継続
なかさと公園の野球場、
バーベキュー棟の有料
化

❏なかさと公園の野球場とバーベキュー棟の使用料の徴収を検
討する。

○なかさと公園野球場使用料

○なかさと公園バーベキュー棟使用料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の検討

総務課
建設水道課
経済課

新規
なかさと公園内への出店
に伴う料金の徴収

❏なかさと公園内へ地場産品の販売店の出店について検討す
る。

○なかさと公園内多目的広場販売店出店料
【検討】 【検討】 【検討】 【検討】 【検討】

【随時対応】 【随時対応】 【随時対応】 【随時対応】 【随時対応】

水道料金の未納対策強
化

❏水道使用料の未納者対策として、徴収の強化を行い、特に悪
質滞納者の給水停止措置を実施し滞納額の縮減に努める。

○滞納や未収には倒産、破産、死亡、転居による居所丌明、町
内に居ながらの滞納等があるが、今後、徴収が丌可能なものに
ついては欠損処理を行うとともに、悪質な滞納者への収納強化
を図ることで滞納額の縮減を目指す。

※料金改定は将来の課題として検討する。

【随時対応】5 総務課 継続 財産処分の推進

❏普通財産における未利用財産の売却を図る。

　　　　　　　舞木倉庨用地（ＪＡ分）、下中森倉庨用地（ＪＡ分）
　　　　 　　　旧中天神原農機具格納庨、旧千代田分署用地の売却

・舞木倉庫用地（ＪＡ分）　 　　         　2,054㎡
・下中森倉庫用地（ＪＡ分）　　　        　　645㎡
・旧中天神原農機具格納庫  　　            　157㎡
・旧千代田分署用地      　　　          　　992㎡

4

継続
住民福祉課
財務課

5,000,000

○基準年となる平成２１年度の滞納繰越分の収納額に対し、毎
年２，０００，０００円の増収を見込む。

10,000,000

2 建設水道課 継続

5年間目標額

3
財務課
建設水道課
環境保健課

税等滞納整理の強化

5,000,000
❏国保事業の安定的な運営を図るためには、最も基幹的な財
源である国保税を適正に賦課し、収納していくことが重要で引き
続き滞納額の縮減に努める。

国民健康保険税の適正
賦課と収納率の向上

1

○収納体制の強化により、滞納繰越分の縮減と現年度分の新
規滞納の発生を抑制する

☆収納率向上のための具体的な取組み
　①納税相談の推進
　②分納者に対する対応
　③国保税完納推進月間の設定
　④一斉電話催告
　⑤口座振替の加入促進

※料金改定は将来の課題として検討する。

番号 担当課 テーマ 実施内容（概要）
実施時期（年度）/　効果額

新規/継続 効果額試算



継続
❏平成２０年１２月からスタートした「ふるさと納税制度」を引き続
き活用し、自主財源の確保を図る。

新規
❏ふるさと納税制度の更なる推進を図るため、応援の寄附金２
万円以上をされた方に対する特典を検討。

【検討】 【検討】 【検討】 【検討】 【検討】

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 20,000,000

【歳出】

23 24 25 26 27

【検討】 【検討】 【検討】 【検討】 【検討】

30,000 60,000 90,000 120,000 150,000

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

740,000 740,000 740,000 740,000 740,000

【前計画の
取組継続】

【前計画の取
組継続】

【前計画の
取組継続】

【前計画の
取組継続】

【前計画の
取組継続】

5 各課局 継続
補助金・助成金・交付金
等の削減の推進

❏各種団体等に対する補助金について、制度創設後の社会経
済情勢等の変化により、事業効果等の薄れた補助金については
見直しを行い廃止、縮小、統合等を行う。また、各種団体への補
助金の交付要綱や計画、内容等について見直しを進める。

25,000,000

6 各課局 継続 物件費の節減

❏全庁的な節約運動の実施
物件費全体の抑制や維持管理的な委託料の削減を引き続き進
める。

※物件費の削減にあたっては、これまで長期にわたり見直しを
行いってきたため、多くの削減は見込めませんが第２次計画で
も、現状の水準を維持できるよう努めていきます。

○具体的方策
【物件費全体の抑制】
・食糧費、光熱水費、修繕費、通信運搬費等について、コスト意
識の徹底により必要最小限度まで抑制する。

【委託費等の削減】
・各公共施設の管理手法や委託内容を再検討し、可能な限り職
員で対応することで委託費全体を圧縮する。

【前計画の
取組継続】

3,700,000

○交付団体の活動目的と事業計画などを検証し、補助金支出
の明確化を図るため、定額補助となっている団体運営費補助金
を事業費補助金に切り替える方向で検討を行う。

【平成２１年度比　△３％】
　　　24,661,835円×3％≒740,000円

新規
❏役場職員親睦会が実施する福利厚生事業に対する助成に
ついて見直しを行い、段階的に縮小していく。

○職員相互の親睦事業等については、役場職員親睦会へ委
託してあるが、財政が厳しいことから補助金の縮減を行
う。

【効果見込額】
・平成２２年度補助金額を基準に、毎年３0,000円づつ削減
額を増やす。

450,000

40,000
○平成21年度使用実績の１％を削減（16,014枚）

○資料のコピー､配布等の作業を効率化。
新規 会議の合理化

❏全庁的にパソコンを利用する環境が整っていることか
ら、庁内会議のペーパーレス化を推進し、紙削減と会議運
営の効率化を図る。

1 総務課 継続
役職員報酬の日額制・
半日制への検討

❏平成１８年度より報酬の一律５％カットを実施してい
る。今後は、委員の勤務日数など報酬が適正な水準にある
かを検討し、定額の月額・年額制から日額・半日制に改め
るなど必要な見直しを進める。

【参考】
・日額・・・・・・６，０００円
・半日・・・・・・３時間以内

【参考】
・Ｈ２０年度実績　　　　　　　     　    60,000円
・Ｈ２１年度実績　　　　            　1,160,000円
・Ｈ２２年度実績（H22,11,19現在）        80,000円

新規/継続 効果額試算

ふるさと納税制度

5年間目標額

2 総務課

○汚水処理費の算定基準については、計画排水量で算出して
いるが、今後、実排水量へ改正を行うことにより、維持管理費
（処理費）の軽減を図る。

役場職員親睦会への補
助金削減

総務課

❏汚水処理費算出基準改正による処理費の削減公共下水道維持管理費新規環境保健課

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計

番号 担当課 テーマ 実施内容（概要）

3

4

実施時期（年度）/　効果額

6 総務課



23 24 25 26 27
新規/継続 効果額試算 5年間目標額番号 担当課 テーマ 実施内容（概要）

実施時期（年度）/　効果額

【随時対応】 【随時対応】 【随時対応】 【随時対応】 【随時対応】

5,778,000 5,808,000 5,838,000 5,868,000 5,898,000 29,190,000

【健全化事業取組策】

23 24 25 26 27

【随時対応】 【随時対応】 【随時対応】 【随時対応】 【随時対応】

　【検討】　【検討】 　【検討】 　【検討】 【検討】

【検討】 【検討】 【検討】 【検討】 【検討】

4 経済課 新規 川せがき応援事業
❏有料花火の打ち上げの検討
供養、出生祝いや親族・知人へのメッセージを添え花火を
打ち上げる応援事業の検討。

【見込額】
・１５,０００円から打上げることができる。

新規 医療費削減事業

❏重複・頻回受診を行っている町内の高齢者の方などに対
し、町の保健師が訪問指導による健康相談を行うことによ
り、医療費の削減等を目指す。

❏ジェネリック医薬品の使用促進により、国保財政の改善
と、繰出金の抑制を図る。

○重複・頻回受診の訪問指導
　訪問指導事業の拡充を行い、保健指導をきめ細やかに行うこ
とで、住民の適正受診と健康増進を推進し、医療費の削減を目
指す。

○ジェネリック医薬品の普及促進
　ジェネリック医薬品に関するさまざまな情報を発信し、利活用の
有効性をＰＲしていくことで、医療費の節約を目指す。

■重複・頻回受診の訪問指導
　訪問保健指導をきめ細やかに行うことで、住民と町との
信頼関係を構築していき、住民の健康増進と適正受診が自
主的に定着化され、地域全体で医療費の大切さを共有でき
る町づくりを目指す。

■ジェネリック医薬品の普及促進
　ジェネリック医薬品情報を地域へ継続的に発信し、ジェ
ネリックを活用することで、特に利点が大きいと思われる
方への訪問指導等を行うとともに、町内医療機関等への協
力を呼びかけていくことで、地域全体で医療費の大切さを
共有できる町づくりを目指す。

3
住民福祉課
環境保健課

2
総務課
住民福祉課
教育委員会

新規/継続
民間委託及び指定管理
者制度の導入

❏官から民への考え方に基づき指定管理者制度の導入を行
いながら民間委託を推進することにより、より一層の効率
化を図る。

○現在、直営で運営している施設について、業務の効率
化・サービスの向上及び財政効果の観点から、削減が図れ
るものについては、指定管理者制度や民間委託の導入を検
討する。
なお、短期的にはコスト削減効果が現れなくても、中長期
的に見た場合にコスト削減効果が見込まれる場合もあるこ
とから、このような視点からの比較検討も行う。

（検討する施設）
・温水プール/総合体育館
・町民プラザ
・保育園/幼稚園
・学校給食共同調理場

実施時期（年度）/　効果額
5年間目標額

1 総務課 継続 役場組織のスリム化
❏行政全般における今後の推移を見極めながら、効率かつ
横断的な課及び係等の組織再編により、できる限り組織の
スリム化を図る。

○平成２３年度・・・・１課削減 【随時対応】

ハード事業の大幅削減
特別会計への出資・繰
出しの縮減

❏投資的経費の厳選／公共工事のコスト縮減

第５次総合計画の着実な推進を基本に、緊急性や必要性の観
点から優先順位付けによる事業の厳選を行なう。
また、公共工事の実施にあたっては、引き続きコストの縮減に取
り組む。

【随時対応】

番号 担当課 新規/継続 テーマ 実施内容（概要）

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計

効果額試算

各課局 継続7



23 24 25 26 27
新規/継続 効果額試算 5年間目標額番号 担当課 テーマ 実施内容（概要）

実施時期（年度）/　効果額

【検討】 【検討】 【検討】 【検討】 【検討】

【随時対応】 【随時対応】 【随時対応】 【随時対応】 【随時対応】

　【検討】　【検討】 　【検討】 　【検討】　【検討】

---- ---- ---- ---- ---- ----

【随時対応】

合　　　　　　　　　　　　　　　計

6 建設水道課 新規
ふれあいタウン商業地
西側公社所有地の商業
用地化

❏住宅用地として取得済みの未造成地については、商業用
地に用途変更して新たな利活用を図る。

○固定資産税、都市計画税、町民税(法人)等の増収が見込ま
れる

5 環境保健課 新規 ゴミの軽量化

❏雑草・枝等の乾燥及び生ごみの水きりの徹底
❏生ごみの自家処理（堆肥化）
❏ミックスペーパー・食用廃油の拠点回収を行い資源活用
と焼却ごみの減量を目指す。
【具体例】　菓子箱、包装紙、封筒、紙袋、リーフレッ
ト、写真、はがき及び紙きれなどの紙類

○ごみの減量化による環境負荷の低減や一部事務組合への負
担金の削減の検討。

7 総務課 継続 有料広告への取組
❏パンフレットなどの情報媒体や公共施設等への企業広告
（ネーミングライツ）の掲載の検討を行い、自主財源の確
保を図る。

○各課局で作成する毎戸配布のパンフレット作成について
広告掲載の検討

○町民プラザ/温水プール/総合体育館等へのネーミングラ
イツの検討
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